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４
ヵ
月
児
健
診

４
月
16 
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
20
年
11
月
生
ま
れ

10 
ヵ
月
児
健
診

４
月
16 
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
45
分
〜
14 
時

対
象　

平
成
20
年
６
月
生
ま
れ

１
歳
６
ヵ
月
児
健
診

４
月
23
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
19 
年
９
月
・
10 
月

生
ま
れ

５
歳
児
健
診

４
月
30
日

（木）　

市
民
会
館

受
付　

13 
時
15 
分
〜
13 
時
30
分

対
象　

平
成
16 
年
１
月
１
日
〜

２
月
15 
月
生
ま
れ

●
20
年
度
か
ら
行
っ
て
い
ま
す
。

※
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

※
案
内
時
に
同
封
し
た
問
診
票
を

記
入
の
う
え
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課☎

82

‐
９
５
２
３

▼
対
象　

生
後
３
カ
月
か
ら
90
カ

月
未
満
の
乳
幼
児
で
、
ま
だ
２

回
接
種
し
て
い
な
い
方

▼
日
時　

４
月
15 
日

（水）
、21
日

（火）

▼
場
所　

市
民
会
館

▼
受
付　

13 
時
30
分
〜
14 
時

※
41
日
以
上
の
間
隔
を
あ
け
て
、

２
回
接
種
し
ま
す
。

※
下
痢
を
し
て
い
る
方
は
延
期
し

て
く
だ
さ
い
。

※
母
子
健
康
手
帳
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課☎

82

‐
９
５
２
３

　

４
月
１
日
か
ら
、
妊
婦
健
康
診

査
︵
妊
婦
健
診
︶
費
用
の
助
成
回
数

が
５
回
か
ら
14 
回
に
増
え
ま
す
。

　

平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
に

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た

方
で
、
４
月
１
日
以
降
に
妊
婦
健

康
診
査
を
受
け
る
方
は
、
妊
婦
健

康
診
査
受
診
票
の
追
加
交
付
手
続

き
が
必
要
で
す
。︵
該
当
者
に
は
個

別
に
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。︶

　

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
を
４
月

１
日
以
降
に
受
け
る
方
は
、
そ
の

時
に
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

※
無
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
健
診

項
目
等
に
よ
っ
て
は
自
己
負
担

が
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課☎

82

‐
９
５
２
３

　

大
分
県
で
は
、
Ｂ
型
、
Ｃ
型
ウ
イ

ル
ス
性
肝
炎
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ

ン
治
療
を
受
け
る
方
を
対
象
に
、

医
療
費
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

県
内
に
住
む
Ｂ
型
、

Ｃ
型
ウ
イ
ル
ス
性
肝
炎
の
保
険

適
用
と
な
っ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
フ

ェ
ロ
ン
治
療
を
受
け
ら
れ
る
方

▼
助
成
内
容　

自
己
負
担
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
︵
原
則
と
し
て
、
助

成
開
始
か
ら
１
年
間
に
限
り
ま

す
︶
。
自
己
負
担
額
は
、
世
帯
の

所
得
に
応
じ
て
、
月
額
１
万
円
、

３
万
円
、
５
万
円
の
い
ず
れ
か

に
な
り
ま
す
。

▼
手
続
き　

保
健
所
に
必
要
書
類

を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

︿
必
要
書
類
﹀

①
交
付
申
請
書
︵
申
請
書
は
保
健

所
等
で
配
布
し
て
い
ま
す
。︶

②
医
師
の
診
断
書

③
健
康
保
険
者
証
の
写
し

④
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し

⑤
世
帯
の
全
員
に
つ
い
て
市
町
村

民
税
課
税
年
額
を
証
明
す
る
書

類
※
詳
し
く
は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
︵h

ttp
://w

w
w

.p
re

f.

o
ita

.jp
/
1
2
2
0
0
/
k
a
n

e
n

︶
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
健
康
対
策
課

☎
０
９
７-

５
０
６-

２
６
７
４

中
部
保
健
所　

☎
62-

９
１
７
１

　

大
分
県
で
は
、
ウ
イ
ル
ス
性
肝

炎
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
を
促

進
す
る
た
め
、
保
健
所
お
よ
び
医

療
機
関
で
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
無
料

検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
者　

今
ま
で
に
肝
炎
ウ
イ

ル
ス
検
査
を
受
け
て
い
な
い
方

▼
受
診
方
法

①
保
健
所
で
受
診
さ
れ
る
場
合
は
、

事
前
に
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

②
お
近
く
の
医
療
機
関
で
受
診
さ

れ
る
場
合
は
、
保
健
所
が
発
行

す
る
﹁
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
受

診
票
﹂
が
必
要
で
す
の
で
、
保
健

所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
大
分
県
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
︵h

ttp
://w

w
w

.p
re

f.

o
ita

.jp
/
1
2
2
0
0
/
k
a
n

e
n

︶
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

大
分
県
健
康
対
策
課

☎
０
９
７-

５
０
６-

２
６
７
３

中
部
保
健
所　

☎
62-

９
１
７
１

　

平
成
21
年
度
の
施
設
型
総
合
健

診
︵
人
間
ド
ッ
ク
︶
の
募
集
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

人
間
ド
ッ
ク
で
は
、
特
定
健
診

と
が
ん
検
診
を
同
時
に
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▼
健
診
施
設

別
府
厚
生
連
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

津
久
見
市
民
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー

▼
健
診
予
定
期
間

５
月
中
旬
〜
12 
月

▼
自
己
負
担　

男
性
６
０
０
０
円

　
　
　
　
　
　

女
性
７
０
０
０
円

※
保
険
の
種
類
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
社
会
保
険
被
保
険
者
の
方
は
職

場
で
の
検
診
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
40
歳
以
上
の
方
が
対
象
で
す
。

▼
申
込
受
付
期
間

４
月
30
日

（木）
ま
で

▼
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

健
康
推
進
課

☎
82

‐
９
５
２
３︵
直
通
︶

☎
82

‐
４
１
１
１︵
代
表
︶

母
子
保
健
事
業

保 健
だより
保 健
だより
保 健
だより
No.152

平
成
 21
年
度
ポ
リ
オ
予
防
接
種

妊
婦
健
康
診
査
費
用
の

助
成
回
数
が
増
え
ま
し
た

肝
炎
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療

に
対
す
る
医
療
費
助
成
制
度

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
無
料
検
査

施
設
型
総
合
健
診

（
人
間
ド
ッ
ク
）の
お
知
ら
せ


